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                      柏行審第 ７７号   

                    令和７年 ２月１７日   

 

 柏市選挙管理委員会  

  委員長   久  保  雅  孝   様  

 

                柏市行政不服及び情報公開  

・個人情報保護審議会  

                 会長   大  野  正  英    

 

 

   審査請求に対する答申について  

 

 令和６年２月２ ９日付け柏選第１０６１ 号で諮問のあった事案に

ついて，下記のとおり答申します。  

記  

１  当審議会の結論  

柏市選挙管理 委員会（以下「実施 機 関」という。）が 開示請求者

に 対 し て 行 っ た 令 和 ５ 年 １ ２ 月 ７ 日 付 け の 公 文 書 部 分 開 示 決 定

（ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。） は ， 柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 が 職 権 で

収集した証拠書類 の一部については 開示すべきであり，そのほか

については妥当である 。  

２  審査請求に至る 経過  

 (1) 審査請求人である開 示請求者（以下「開示請求者」という。）

が，実施機関に対 し，令和 ５年 １０ 月１６日，柏市情 報公開条

例（平成１２年柏市条例第４号。以下「条例」という。）第５条

の規定により，次の公文書の開示を請求した。  

  ア  当選人「 Ⅹ」に対する８件の 異議申出につい て  

   (ｱ) 柏市選挙管理委員会がどのような調査をしたか時系列で

わかるような文書  

   (ｲ) 柏市選挙管理委員会が電気，水道，ガスの供給者に対し

て提出を求め，収受した証拠書類一式  

   (ｳ) 柏市選挙管理委員会が，商店，銭湯，スーパー，つくし
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が 丘 の 近 隣 住 民 な ど か ら 聞 き 取 っ た こ と の 記 録 の よ う な も

の  

   (ｴ) 柏市選挙管理委員会が，商店，銭湯，スーパー，つくし

が 丘 の 近 隣 住 民 な ど か ら 収 受 し た レ シ ー ト の 控 え の よ う な

もの等一式  

   (ｵ) 柏市選挙管理委員会が 当選人「 Ⅹ」に対し提出を求めた

証拠書類が 何であったか分 かる文書  

   (ｶ) （オ） に対し，当選人「 Ⅹ」が提出したもの一式  

   (ｷ) 当選人「 Ⅹ」からの陳述の録取書のようなもの一式  

   (ｸ) 当選人「 Ⅹ」からの陳述の録音のようなもの  

  イ  Ａさん， Ｂさん，Ｃさんからの 当選人「Ⅹ」 に対する異議

申出について  

   (ｱ) ９月７日に実施した口頭意見陳述の録取書のようなもの  

   (ｲ) ９月７日に実施した口頭意見陳述の録音  

 (2) 実施機関は，開示請求に係る公文書として，次の公文書を特

定した。  

  ア  尋問と回答，調査すること  

  イ  物件提出一覧  

  ウ  滞在場所の調べ  

  エ  柏市選挙 管理委員会が職権で収集した証拠書類  

  オ  柏市議会議員一般選挙に係る当選の効力に関する異議の申

出の審理のための現地調査報告書  

  カ  柏市議会議員一般選挙に係る当選の効力に関する異議の申

出の審理のための調査報告書  

  キ  当選人「 Ⅹ」からの陳述の録取書のよ うなもの一式  

  ク  当選人「 Ⅹ」氏からの口頭意見陳述に係る音声録音データ  

  ケ  Ａさん， Ｂさん，Ｃさんからの 当選人「Ⅹ」 に対する異議

申 出 に つ い て， ９ 月 ７ 日 に 実 施し た 口 頭 意 見 陳 述の 録 取 書 の

ようなもの及び口頭意見陳述 の録音  

 (3) 実施機関は，（２）で特定した 公文書に次に該当する不開示情

報が記録されてい ると判断し，開示 請求者に対し，条 例第１０

条第１項の規定に より， 令和５ 年１ ２月７日付け柏 選 第８９７

号文書で公文書部分開示決定（以下「本件処分」という。）の通
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知をした。  

  ア  本件公文書に条例第７条第２号又は第６号本文に該当する

不開示情報が記録されている  

  イ  対象となる公文書が存在しない  

  ウ  条例第９条の規定により公文書の 存否を明らかにできない  

 (4) 開示請求者は ，本件処分を不服として ，行政不服審査法（平

成２６年法律第６ ８号）第２条の規 定により， 令和 ６ 年１月３

１日付けで実施機関 に対し，審査請求をした。  

３  審査請求の趣旨及び理由  

 (1) 審査請求の趣旨  

   公文書部分開示決定処分を変更し，対象公文書の次の該当部

分を開示するとする処分を求める。  

  ア  ２（２） アの公文書の尋問したことの内容，回答の内容，

調 査 す る こ との 内 容 ， 結 果 ・ 評価 の 内 容 ， 資 料 詳細 欄 の う ち

金 額 部 分 ， 参考 欄 の う ち エ ア コン 型 式 ， 冷 房 消 費電 力 ， ト イ

レ の 型 式 ， 使用 水 量 及 び Ｕ Ｒ Ｌ， 分 析 及 び 総 評 欄の う ち 内 容

に係る部分  

  イ  ２（２） イの公文書の各項目 のうち公にされている 情報を

除いた部分  

  ウ  ２（２） ウの公文書の５月２０日～６月２日，８月１日～

８月６日までの滞在場所  

  エ  ２（２） エの公文書の水道使用に関する証拠書類のうち一

部 ， 転 送 届 に関 す る 証 拠 書 類 のう ち 一 部 ， 水 道 使用 及 び 転 送

届に関する公文書のほか，証拠書類の全て  

  オ  ２（２） オの公文書の報告日，調査日時，調査場所，調査

内容に係る部分  

  カ  ２（２） カの公文書の報告日，調査日時，調査場所，出席

者，調査内 容に係る部分  

  キ  ２（２） キの公文書  

  ク  ２（２） クの公文書  

 (2) 審査請求の 理由  

   審査請求人 が審査請求書，反論書 等で主張する 要旨は，次の

とおりである。  



 4 

  ア  条例第１ 条の条例の目的に 照らしても，条例 第３条に定め

ら れ た と お り ， 実 施 機 関 は 「 条例 の 解 釈 及 び 運 用に 当 た っ て

は ， 公 文 書 の 開 示 を 請 求 す る 権利 を 十 分 に 尊 重 」し な け れ ば

な ら な い 。 実施 機 関 に は ， そ の 活 動 を 十 分 に 説 明 す る 責 任 が

ある。  

  イ  「候補者の立候補の届出があった旨の告示事項について（２

０ ２ ０ 年 （ 令和 ２ 年 ） ７ 月 １ ７日 付 け 総 行 管 第 ２０ ５ 号 総 務

省自治行政局選挙部長通知）」にて 通知されているとおり，立

候 補 者 の 氏 名， 住 所 ， 年 齢 ， 職 業 は 告 示 事 項 と して 公 表 さ れ

て い る の で ，条 例 第 ７ 条 第 ２ 号の 個 人 に 関 す る 情報 に 該 当 し

ない。  

  ウ  また，柏市オフィシャルウェブサイトにて２ ０●●年（令

和 ● 年 ） ● 月● 日 に 公 開 さ れ た「 令 和 ● 年 ● 月 ●日 執 行 の 柏

市 議 会 議 員 一般 選 挙 結 果 に お ける 異 議 申 立 に 対 する 結 果 （ そ

の●）」における１６ページにわたる決定書（以下「決定書」

と い う 。） で は ，「 当 選 人 Ｘ」 と 明 記 さ れ て いる 。 よ っ て ， 不

開 示 と さ れ た部 分 は ， 条 例 第 ７条 第 ２ 号 の 個 人 に 関 す る 情 報

に該当しない。  

  エ  条例第７条第２号の個人に関する情報に該 当す るとされた

部 分 に つ い ては ， 決 定 書 に 詳 細に 記 載 さ れ 公 に され て い る た

め，該当しない。  

  オ  条例第７条第６号本文の事務又は事業に関する情報に該当

す る と さ れ た部 分 に つ い て も ，決 定 書 に 詳 細 に 記載 さ れ 公 に

されているため，該 当しない。  

  カ  ２（２） キの公文書については，決定書５ページに「３当

選 人 の 証 言 」の 記 載 が あ る こ とか ら ， 文 書 は 存 在す る 。 存 在

するのであるから，公開すべきである。  

４  実施機関の主張の要旨  

  実施機関の主張 の要旨は，今回 の開示請求は，特定の個人の名

を挙げて当 該個人 に関する情 報を請 求するもの で あ っ たため，特

定した公文 書は 全 て「当選人 Ｘ」 個 人を 識別す ること ができる情

報であり， 通常 で あれば 条例 第９ 条 の規定によ り存否 応答拒否 と

するところ ， 公職 選挙法 （昭 和２５ 年法律第１ ００ 号 ）第２１５
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条の規定に より 異 議の 申出に 対する 決定の要旨 が 柏市 オフィシャ

ルウェブサ イト で 公開されて いて 対 象公文書 の 存否 が 公になって

いることか ら， 決 定書 におい て 既に 公開されて いる 部 分のみを開

示し，そのほかの 部分については 不開示とした，との ものである。  

  また，実施機関が 弁明書等で主張 している不開示部分 ごとの不

開示の理由は， 次のとおりである。  

 (1) 理由１  

   個人に関する 情報であって， 他の情報と照合することに よっ

て特 定 の個 人 を 識 別す る こと が で き る情 報で あ り， 条 例第 ７ 条

第２号に該当 するため  

 (2) 理由２  

   本市の行う 事務に関する情報であって ，公にする ことによっ

て居 住 実態 を 確 認 する た めの 手法 等 が明 らか に なり ， 今後 の 同

種の 事 務に おい て 事前 に 対策 が 取 ら れる 等し て ， 当 該 事務 の 適

正な 遂 行に 支障 を 及ぼ す おそ れが あ り， 条例 第 ７ 条 第 ６号 本 文

に該当するため  

 (3) 理由３  

   作成しておらず， 対象となる 公文書が存在しな いため  

 (4) 理由４  

   請求内容の 存否を明らかにす ると，三氏が口頭意見 陳述を行

った か どう かの 事 実を 公 にす る こ と とな り， 条 例 第 ７ 条第 ２ 号

が保 護 しよ う と す る個 人 の権 利利 益 を 侵 害す る おそ れ が あ る こ

とか ら ， 条 例 第 ９ 条の 規 定に より 公 文書 の 存 否 を 明 ら かに す る

ことができない ため  

対 象 公 文 書  開 示 を し な い 部 分 の 概 要  理 由  

１  尋 問 と 回 答 ， 調 査 す る こ

と  

尋 問（ 資 料 提 供 依 頼 ）し た こ と ，

回 答 （ 提 供 物 件 内 容 ）， 調 査 す

る こ と （ 裏 ど り ）， 結 果 ・ 評 価

欄 の う ち ， 内 容 に 係 る 部 分  

理 由 １  

理 由 ２  

資 料 詳 細 欄 の う ち ， 金 額 部 分  理 由 １  

参 考 欄 の う ち ， エ ア コ ン 型 式 ，

冷 房 消 費 電 力 ， ト イ レ の 型 式 ，

理 由 １  
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使 用 水 量 及 び Ｕ Ｒ Ｌ  

分 析 及 び 総 評 欄 の う ち ，内 容 に

係 る 部 分  

理 由 １  

理 由 ２  

２  物 件 提 出 一 覧  各 項 目 の う ち ，公 に さ れ て い る

情 報 を 除 い た 部 分  

理 由 １  

理 由 ２  

３  滞 在 場 所 の 調 べ  ５ 月 ２ ０ 日 ～ ６ 月 ２ 日 ，８ 月 １

日 ～ ８ 月 ３ １ 日 ま で の 滞 在 場

所  

理 由 １  

４  柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 が 職

権 で 収 集 し た 証 拠 書 類  

水 道 使 用 に 関 す る 証 拠 書 類 の

う ち 一 部  

理 由 １  

転 送 届 に 関 す る 証 拠 書 類 の う

ち 一 部  

理 由 １  

水 道 使 用 及 び 転 送 届 に 関 す る

公 文 書 の ほ か ，証 拠 書 類 の 全 て  

理 由 １  

理 由 ２  

５  柏 市 市 議 会 議 員 一 般 選 挙

に 係 る 当 選 の 効 力 に 関 す る 異

議 の 申 出 の 審 理 の た め の 現 地

調 査 報 告 書  

報 告 日 ， 調 査 日 時 ， 調 査 場 所 ，

調 査 内 容 に 係 る 部 分  

理 由 １  

理 由 ２  

６  柏 市 市 議 会 議 員 一 般 選 挙

に 係 る 当 選 の 効 力 に 関 す る 異

議 の 申 出 の 審 理 の た め の 調 査

報 告 書  

報 告 日 ， 調 査 日 時 ， 調 査 場 所 ，

調 査 内 容 に 係 る 部 分  

理 由 １  

理 由 ２  

７  当 選 人 「 Ｘ 」 か ら の 陳 述

の 録 取 書 の よ う な も の 一 式  
―  

理 由 ３  

８  当 選 人 「 Ｘ 」 か ら の 口 頭

意 見 陳 述 に 係 る 音 声 録 音 デ ー

タ  

全 て  理 由 １  

理 由 ２  

９  Ａ さ ん ， Ｂ さ ん ， Ｃ さ ん

か ら の 当 選 人 「 Ｘ 」 に 対 す る

異 議 申 出 に つ い て ， ９ 月 ７ 日

に 実 施 し た 口 頭 意 見 陳 述 の 録

取 書 の よ う な も の 及 び 口 頭 意

―  

理 由 ４  
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見 陳 述 の 録 音  

５  当審議会の判断  

 (1) 本件不開示情報 について  

ア  本件不開示情報 の概要  

  対象公文書は ，柏市市議会 議員一般選挙に係る 当選の効力

に 関 す る 異 議 の 申 出 に 対 し て ，実 施 機 関 が 行 っ た 居 住 実 態 調

査に関する 文書である。  

  本件不開示 情報には，実施機関が 居住実態調査を どのよう

に 行 っ た か （す な わ ち 調 査 手 法 ） が 記 載 さ れ て いる 。 ま た ，

当 選 人 「Ｘ 」（ 以 下 「 当 選人 」 と い う 。） の居 住 実 態 を 調 査 し

た も の で あ るた め ， 当 選 人 の 個人 の プ ラ イ バ シ ー に 関 わ る 内

容が記載されている。  

イ  実施機関による処分  

  実施機関は ，本件不開示情報に 記載されている 情報のうち，

当 選 人 個 人 に関 す る 情 報 は ， 公に す る こ と に よ り 当 選 人 の プ

ラ イ バ シ ー を 侵 害 す る お そ れ が あ る た め ， 条 例 第７ 条 第 ２ 号

に 該 当 す る とし て ， 不 開 示 と し た 。 ま た ， 居 住 実態 の 調 査 手

法 に 関 わ る 内容 は ， 公 に す る こと に よ り 調 査 対 象 や 調 査 項 目

に 対 す る 利 害関 係 者 に よ る 対 策が 行 わ れ る お そ れが あ り ， 今

後 同 種 の 業 務 を 行 う に 当 た っ て 業 務 の 支 障 と な る 可 能 性 が あ

る た め ， 条 例 第 ７ 条 第 ６ 号 本 文 に 該 当 す る と し て， 不 開 示 と

した。  

  ただし， 決定書には実施機関 が決定するに至った 理由を記

載 す る 必 要 が あ る た め ， 調 査 の要 旨 と し て ， 個 人に 関 す る 情

報 や 事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 が 含 ま れ て い る 。よ っ て ， 決

定 書 に 記 載 され て い る 情 報 は ，既 に 公 に さ れ た 情報 で あ り 不

開 示 情 報 に 該当 し な い こ と か ら， 実 施 機 関 が 決 定書 に 記 載 し

た事項については 開示として 処分を行った。  

  そこで，実施機関の判断の妥当性について検討する。  

 (2) 条例の該当 性について  

 ア  条例の趣旨  

  (ｱ) 条例 第７条第２号について  

    条例 第７条第２号は，個人に 関する情報の 不開示情報と
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しての要件を 定めるものである 。  

    個人 の尊厳や基本的人権 の尊重の立場から ，個人のプラ

イバシー に関する情報は，不開示とする必要が ある。しか

しながら，プライバシーの 具体的な内容は，法的にも社会

通念上も 必ずしも明確でない ことから，個人の プライバシ

ーを最大限 尊重するため，条例第７条第２号 は，特定の個

人を識別 することができる 情報（個人識別情報 ）を，原則

不開示とし た上で，個人の 権利利益を侵害せず 不開示にす

る必要の ないもの等をただし 書きにて列挙し ，例外的に開

示事項と している。  

    そこで，条例第７条第２ 号の該当性の検討 に当たっては，

まず，個人に 関する情報に 当たるかどうかを 確認し，その

上で，ただし 書きに定める 例外的開示事項に 該当するかど

うかを確認し ，判断すべき である。  

    なお，「個人に関する情報 」とは，次のような 情報など，

個人に関する 全ての情報を いう。  

   ａ  思想 ，信条，信仰等 個人の内心に関する 情報  

   ｂ  職業 ， 資格， 犯罪 歴 ，学 歴，所 属団 体 等個 人の 経 歴，

社会的 活動に関する情報  

   ｃ  所得 ，資産等個人の 財産の状況に関する 情報  

   ｄ  体力 ，健康状態，病歴 等個人の心身の状況に 関する情

報  

   ｅ  家族関係 ，生活記録等 個人の家族・生活 状況に関する

情報  

   ｆ  その他 個人との関連性を 有する全ての 情報  

  (ｲ) 条例 第７条第６号について  

    条例 第７条第６号は，本市の機関，国の機関 ，独立行政

法人等，他の地方公共団体 又は地方独立行政法人が 行う事

務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 の 不 開 示 情 報 と し て の 要 件 を 定

めるもの である。公にすることにより，本市の 機関又は国

の 機 関 等 が 行 う 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ

すおそれが ある情報は，不開示 とすることとしたものであ

る。  
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    本号 中「当該事務又は 事業の性質上」の趣 旨は，当該事

務又は事業の 目的，その目的達成 のための手法 等に照らし

て，その 適正な遂行に支障を 及ぼすおそれが あるかどうか

を 判 断 す る も の で あ り ，「 当 該 事 務 又 は 事 業 」 に は ， 同 種

の 事 務 又 は 事 業 が 反 復 継 続 さ れ る 場 合 の 将 来 の 事 務 又 は

事業も含まれ る。  

    「当該 事務又は事業の適正な 遂行に支障を 及ぼすおそれ

があるもの 」とは，事務又は 事業に関する情報を 公にする

ことによる 利益と支障とを 比較衡量した結果 ，公にするこ

との公益性を 考慮してもなお，当該事務又は 事業の適正な

遂行に及ぼす 支障が看過し 得ない程度のものを いう。この

場 合 ，「 お そ れ が あ る も の 」 に 該 当 す る か ど う か を 判 断 す

る に 当 た っ て は ，「 支 障 」 の 程 度 は 名 目 的 な も の で は 足 り

ず 実 質 的 な も の で あ る 必 要 が あ る 。 ま た ，「 お そ れ 」 の 程

度も単なる 抽象的かつ確率的な 可能性ではなく ，法的保護

に値する 蓋然性が要求されるものである。  

 イ  該当性の検討  

  (ｱ) 「尋問と回答，調査すること 」について  

    調査に 当たり，柏市選挙管理 委員会が資料提供依頼 した

内容，提出 された物件の内容 ，裏どりの内容 ，結果・分析・

総評が記載 された文書である。  

    これらの 不開示情報は ，当選人個人の内心 ，生活状況等

に関する 情報と認められ，条例第７条第２号 の個人に関す

る情報に 該当する。  

    また ，資料詳細欄のうち 金額部分，参考欄の うちエアコ

ン型式，冷房消費電力，トイレの 型式，使用水量 及びＵＲ

Ｌについて は，当選人個人 の生活状況等に関する 情報であ

るため，条例第７条第２号 の個人に関する情 報に該当する。 

    なお，当該文書の不開示 部分には決定書に 記載されてい

る内容は 含まれず，条例第 ７条第２号ただし 書きアの「公

にされ，又は公にすることが 予定されている 情報」には当

たらない。  

  (ｲ) 「物件提出一覧 」について  
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    調査に 当たり，実施機関 が当選人に対して どのような情

報 の 提 出 を 求 め た か 及 び そ の 結 果 が 記 載 さ れ た 文 書 で あ

る。  

    決定書 には，実施機関が 当選人に対し提出 するよう求め

た 物 件 か ど う か が 明 示 さ れ て い る も の と 明 示 さ れ て い な

いものが あり，明示されていない ものについては，実施機

関が提出を 求めたものか，それとも当選人が 自主的に提出

したもの かは判別不能となって いる。実施機関 による調査

に 対 し て 当 選 人 が ど の よ う に 対 応 し た か は 当 選 人 個 人 の

人格と密接に 関連する情報 であり，条例第７ 条第２号の個

人に関する 情報に該当する 。  

  (ｳ) 「滞在 場所の調べ」について  

    ５月 １日から８月３１ 日までの当選人の 滞在地（泊地）

が記載された 文書である。  

    ５月 ２０日から６月２ 日までの期間について，不開示と

された「（入院）」の前部分 には，決定書でいう「船橋市の

病院」の 具体的名称が記載 されている。当選人 の滞在地や

入院した 病院の名称は，当選人 個人の生活状況 や健康状態

に関する 情報であり，条例 第７条第２号の個人 に関する情

報に該当 する。また，決定書に おいて入院した 事実及び入

院 先 が 船 橋 市 所 在 の 病 院 で あ る こ と は 明 か さ れ て い る も

の の ， 具 体 的 な 病 院 名 ま で は 記 載 さ れ て い な い こ と か ら ，

条例第７ 条第２号ただし書き アの「公にされ，又は公にす

ることが 予定されている情報 」には当たらない。  

    ８月 １日から８月３１ 日までの期間について も，不開示

とされた 部分には当選人の 滞在地（泊地）が 記載されてい

ることから，５月２０日から ６月２日までの 期間と同様に，

条例第７ 条第２号の個人に 関する情報に該当 する。決定書

に記載されて いる内容は，８月１日から８月 ３１日の期間

において 柏市で寝起きした 回数のみに留まり ，具体的な日

付までは 記載されていない ことから，条例第 ７条第２号た

だし書き アの「公にされ，又は公にすることが 予定されて

いる情報 」には当たらない。  
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  (ｴ) 「柏市選挙 管理委員会が職権で収集した証拠書類 」につ

いて（水道 使用に関する証拠書類の うち一部 ，転送届に関

する証拠書類の うち一部， その他証拠書類 の一部）  

    実施機関 が，調査のため に職権で収集した 証拠書類であ

る。  

    当該 証拠書類には，単に 水道を使用してい た事実や単に

転 送 届 を 提 出 し た 事 実 以 外 の 情 報 が 含 ま れ て い る こ と か

ら，これら の不開示情報は 当選人個人の生活状況 等に関す

る情報であり ，条例第７条 第２号の個人に関する 情報に該

当する。  

    また，決定書においては，水道・電気・ガス の使用状況

や 転 送 届 の 提 出 状 況 に つ い て 調 査 を 行 っ た 旨 の 記 載 は あ

るものの，電気・ガスの業者 名や支払等に係る 情報，転送

届 の 処 理 そ の 他 の 情 報 の 詳 細 ま で は 明 ら か に さ れ て い な

いことから ，条例第７条第 ２号ただし書きア の「公にされ，

又は公に することが予定さ れている情報」には 当たらない。 

  (ｵ) 「柏市選挙 管理委員会が職権で収集した証拠書類 」につ

いて（水道使用 及び転送届 に関する公文書の ほか，証拠書

類の一部 ）  

    実 施 機 関 が 調 査 の た め に 職 権 で 収 集 し た 証 拠 書 類 で あ

り，当選人が 利用した店舗 の領収書，当選人が 転居した際

に 取 り 交 わ さ れ た 賃 貸 借 契 約 書 及 び 関 係 す る 不 動 産 物 件

の登記事項全部証明書 である。  

    当選人が 利用した店舗の 領収書について は，決定書にお

いて，領収書 の枚数，当選人 から提出された ものであるこ

と 及 び 柏 市 内 に 所 在 す る 店 舗 の 領 収 書 で あ る こ と 等 が 明

らかにされてい る。具体的な 店舗名及び所在地 並びに内容

（金額，但し書き等）については，決定書において 明らか

にされて おらず，また，当選人 個人の生活状況 に関する情

報であり，条例第７条第２ 号の個人に関する 情報に該当す

る。しかしながら，そのほかの 部分については 不開示情報

に該当するとは 認められない ため，具体的な 店舗名及び所

在地並びに 内容（金額，但 し書き等）を識別 することがで
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きる部分を 除いて，開示す べきである。具体的には ，各領

収書の日付 ，宛名，店舗の 所在地（ただし，開示するのは

「 柏 市 」 ま で と し ， 大 字 ・ 丁 目 以 下 詳 細 を 除 く 。） に つ い

ては，開示 すべきである。  

    当 選 人 が 転 居 し た 際 に 取 り 交 わ さ れ た 賃 貸 借 契 約 書 に

つ い て は ， 決 定 書 に お い て ， 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し た 事 実 ，

転居した 事実とその時期が 明らかにされている。そのほか

の部分については ，決定書 において明らかに されておらず，

また，当選人 個人の財産の 状況，生活状況等 に関する情報

であり，条例第７条第２号 の個人に関する情報に 該当する。

このことから，賃貸借契約 を締結した事実，転居した事実

と そ の 時 期 に つ い て は 不 開 示 情 報 に 該 当 す る と は 認 め ら

れないた め，開示すべきである。  

    関 係する 不動産 物件 の 登記 事項全 部証 明書 に ついて は，

土地・建物 の登記事項証明書は 誰にでも取得することがで

き る も の で あ る か ら ， 条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 た だ し 書 き ア の

「法令等 の規定により又は 慣行として公に され，又は公に

することが 予定されている 情報」に該当し，不開示情報と

は認められない 。よって，当該登記事項全部 証明書は，当

該書類の 全部を開示すべき である。  

    なお，これらの証拠書類（店舗の領収書，賃貸借契約書

及び登記事項証明書 ）は，居住実態調査にお いて一般的な

調査の対象として 想定され るものであり，また，その内容

も 実 施 機 関 が 収 集 し た 事 実 関 係 を 示 す に と ど ま る も の で ，

調 査 の 着 眼 点 や ノ ウ ハ ウ ま で も が 明 ら か に さ れ る と 認 め

る こ と は で き な い 。 よ っ て ， こ れ ら を 公 に し た と し て も ，

今後同種の居住実態調査を行う際に，調 査対象者や利害関

係 者 に よ る 対 策 が 講 じ ら れ る 等 調 査 業 務 に 支 障 が 生 じ る

おそれは 認められず，条例第７条第 ６号の事務又は事業に

関する情報に は該当しない 。  

  (ｶ) 「柏市議 会議員一般選挙に係る当選の効力に関する異議

の申出の審理のための現地調査報告書 」について  

    当該 現地調査報告書には，報告日，調査日時 ，調査場所，
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出席者（ ここでは，調査を 担当した実施機関の 職員名）及

び調査内容が 記載されている。  

    調査内容 の部分には，当選人が 利用した店舗 に係る情報

や 当 選 人 の 住 居 の 状 況 （ 家 電 や 家 具 等 の 内 容 を 含 む 。） が

記載されて いることから，当選人個人の生活 状況に関する

情報であ り，条例第７条第 ２号の個人に関する 情報に該当

する。また，同調査内容の 部分には，店舗の 従業員等であ

る調査対象者 に係る情報も 記載されている。これらの情報

は，調査対象者 の氏名，勤務先 や勤務状況，調査への対応

の有無及び 対応した場合は その内容を表す ものであり，調

査対象者 個人に関する情報 であることから，条例第７条第

２号の個人に 関する情報に 該当する。  

    なお，当該現地調査報告書 の不開示部分に は決定書に記

載されている 内容は含まれず ，条例第７条第 ２号ただし書

きアの「 公にされ，又は公に することが予定 されている情

報」には 当たらない。  

  (ｷ) 「柏市議 会議員一般選挙に係る当選の効 力に関する異議

の申出の審理のための調査報告書 」について  

    当該 調査報告書には，報告日，調査日時 ，調査場所，出

席者及び 調査内容が記載されている。  

    調査内容 の部分には，当選人が 利用した店舗 に係る情報

や 当 選 人 の 住 居 の 状 況 （ 家 電 や 家 具 等 の 内 容 を 含 む 。） が

記載されて いることから，当選人個人の生活状況 に関する

情報であ り，条例第７条第 ２号の個人に関す る情報に該当

する。また，同調査内容の 部分には，店舗の 従業員等であ

る調査対象者 に係る情報も 記載されている。これらの情報

は，調査 対象者の氏名，勤務先 や勤務状況，調査への対応

の 有 無 及 び 対 応 し て い る 場 合 は そ の 内 容 を 表 す も の で あ

り，調査対象者 個人に関する 情報であることから，条例第

７条第２ 号の個人に関する 情報に該当する。  

    なお，当該調査報告書の 不開示部分には決 定書に記載さ

れている 内容は含まれず，条例第７条第２号 ただし書きア

の「公に され，又は公にする ことが予定さ れている情報」
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には当たらない。  

  (ｸ) 「当選 人「Ｘ」からの陳述の録取書のよ うなもの一式」

について  

    当 審 議 会 に お い て 確 認 し た と こ ろ ， 本 件 処 分 の 時 点 で

「陳述の 録取書のようなもの」に該当する文書が 作成され

ていた事実は 認められなかった。  

  (ｹ) 「当選人「Ｘ」氏からの口頭意見陳述に係る音声録音デ

ータ」について  

    実施機関 が実施した，当選人 による口頭意見陳述 の音声

データである。  

    口 頭 意 見 陳 述 に お い て 当 選 人 が ど の よ う な 発 言 を 行 っ

た か は ， 当 選 人 個 人 の 人 格 と 密 接 に 関 連 す る 情 報 で あ り ，

条例第７ 条第２号の個人に 関する情報に該当 する。  

    なお，決定書には口頭意見陳述を 実施した 事実は記載さ

れている ものの，当該音声データ を文字起こし した内容等，

口 頭 意 見 陳 述 の 詳 細 ま で が 記 載 さ れ て い る も の で は な い

から，条例 第７条第２号ただし 書きアの「公に され，又は

公にすることが 予定されている 情報」には 当たらない。  

  (ｺ) 以上に よ り，本 件不開 示情 報 のう ち ，「 柏市 選挙 管 理委

員会が職権で収集した証拠書 類」の一部については 開示す

べきであ るが，そのほかについては 条例第７条第 ２号に該

当し，又は 対象となる文書が 存在しないと認められ るため，

不開示とすることが 妥当であ る。  

    なお，本件不開示情報の うち一部について，条例第７条

第２号に 該当し，かつ条例 第７条第２号ただし 書きに該当

せず，当該 情報が不開示情報と 認められる以 上，条例第７

条第６号 の該当性については 検討するまでもない 。  

 (3) 結論  

   以上検討したとおり，「１  当審議会の結論」のとおり判断す

る。  

６  審議会の処理経過  

当審議会の処理経過 は，別表のとおりである。  
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 別表  

年  月  日  処  理  内  容  

令和  ６年  ２月２９日  諮問  

      ３月１１日  審査請求人の反論書の収受  

      ３月１８日  第 １ 回 審 議 （ 事 務 局 か ら 概 要 を

説明 ）  

      ５月  ２日  第 ２回審議  

      ６月２５日   第 ３回審議  

      ７月３１日   第 ４回審議（審査請求人の意見陳   

述及 び審議）  

     １０月  ３日  第 ５回審議  

     １１月２８日  第 ６回審議  

      １月２３日  第 ７回審議  

      ２月１７日  答 申  

 


